
 阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和７年１０月２０日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第４０号 

   阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

 阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則（平成１６年阿賀野市規

則第７６号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１号様式の２中「及び所得状況につき」を「、所得状況及び加入医療保険資格情報

等について」に改める。 

 第９号様式中 
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に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用する

ことができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


